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 記 入 要 領  

 

＜記入上の注意＞ 

１．調査票は、質問の指示に従って記入して下さい。 

２．調査票の質問については、年月の指定がない場合は、貴事業所（久留米市内の本社・支社・支店

等）の平成２９年６月１日現在の状況を記入して下さい。 

３．調査票の中で（注１～注 39）とあるのは下記に定義する内容のことですのでよく読んでご記入

下さい。 

 

 

 

      従 業 員    常用労働者     正社員・正規職員（一 般 労 働 者） 

     （労 働 者）             パートタイマー（アルバイト等含む） 

                         契 約 社 員 

  

               臨時労働者 

               派遣労働者 

  

(注１)常用労働者 

以下のいずれかに該当する人 

・期間を定めずに雇用された者 

・１か月を超える期間を定めて雇用された者 

・平成２９年４月及び５月にそれぞれ１８日以上雇用された者 

（正社員、パートタイム労働者、嘱託、アルバイト、日雇い労働者等の呼称にかかわらない） 

 

(注２)臨時労働者 

    常用労働者（注１）及び派遣労働者（注６）に該当しない者 

 

(注３)障害者 

次にあげる身体障害者、知的障害者、精神障害者をいいます。 

①身体障害者：障害者の雇用の促進等に関する法律第２条第１項第２号に規定する「身体障害

者程度」１～６級の障害を有する者、及び７級の障害が２以上重複する者で身

体障害者手帳の交付を受けている者 

②知的障害者：児童相談所、知的障害者更生相談所により知的障害者と判定された者 

③精神障害者：精神保健福祉法第４５条第２項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を

受けている者 

 

 

 

 

本調査における労働者の区分 
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(注４)パートタイマー 

常用労働者の中で、正社員・正規職員より１日１週または１か月の所定労働時間が短い者。嘱

託、アルバイト等も含みます。 

 

(注５)契約社員 

専門的職種に従事させることを目的に契約に基づき雇用し、雇用期間に定めのある者 

 

(注６)派遣労働者 

労働者派遣法に基づく派遣元事業所から派遣された者 

 

(注７)福岡県若者しごとサポートセンター 

    おおむね２９歳までの若年求職者を対象に、個別就職相談をはじめ、セミナーやイベントなど

を行い、将来に向けた進路選択や、その後の就職活動を支援しています。また、求人の開拓を行

っています。 

 

(注８)福岡県 30代チャレンジ応援センター 

    おおむね３０歳～３９歳までの求職者を対象に、正社員就職を支援するため、即戦力を身につ

ける研修や、企業の採用担当者との交流会を行っています。また、求人の開拓を行っています。 

 

(注９)福岡県 70歳現役応援センター 

    ７０歳現役応援センターは、おおむね６０歳以上の高齢者を対象に、高齢者の方の就業や社会

参加を支援するため、高齢者向け求人の開拓や、求職者への就職の仲介、面接の指導や履歴書の

書き方のアドバイスなどを行っています。 

 

(注 10)インターンシップ 

    学生・生徒が在学中に企業などで一定期間行う就業体験 

 

(注 11)就業規則 

常時１０人以上の労働者を使用している事業所では、必ず就業規則を作成しなければなりませ

ん。就業規則は、当該事業所に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、

そのような労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の意見書を添えて、所轄の労働

基準監督署に届け出なければなりません。（労働基準法第８９条及び第９０条） 

 

(注 12)１年単位の変形労働時間制 

労使協定により、１年以内の一定期間を平均して１週間の労働時間を４０時間以下とし、特定

の週において週法定労働時間を超えて労働させることができる制度。限度は、主に１日１０時間、

１週５２時間 （労働基準法第３２条の４、４の２） 

 

(注 13)１か月単位の変形労働時間制 

就業規則、労使協定により、１か月以内の一定期間を平均して、１週間の労働時間が法定労働

時間を超えない範囲内において、１日及び１週間の法定労働時間を超えて労働させることができ

る制度 （労働基準法第３２条の３） 
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(注 14)１週間単位の非定型的変形労働時間制 

常用労働者３０人未満の小売業、旅館、料理店及び飲食店の事業で、労使協定により週４０時

間、１日１０時間の範囲内で労働させることができる制度 （労働基準法第３２条の５） 

 

(注 15)フレックスタイム制 

就業規則、労使協定により、一定の時間帯の中で労働の始期と終期を労働者が自由に選択でき

る制度（労働基準法第３２条の３） 

 

(注 16)裁量労働制 

業務の性質上、その業務の遂行方法や時間配分などを大幅にその労働者の裁量に任せる必要が

あるため、使用者が具体的な指示をすることなく、あらかじめ決められた時間、労働したものと

みなす制度 （労働基準法第３８条の３、４） 

 

(注 17)在宅勤務制度 

情報通信手段などを活用して、常時又は随時、自宅で勤務することを認める制度 

 

(注 18)テレワーク等による勤務制度  

情報通信機器(ＩＣＴ)を活用した、時間と場所にとらわれない働き方を認める制度 

 

(注 19)時差出勤制度 

始業時刻が複数用意され、従業員がその中から選択をして勤務する制度。終業時刻はこの始業

時刻に応じて決まります。 

 

(注 20)所定外労働時間 

所定労働時間（労働協約、労働契約、就業規則などで定められた始業時から終業時までの所定

就業時間から所定の休憩時間を除いた時間）を超えた労働時間 

 

(注 21)年次有給休暇制度 

年次有給休暇は、雇い入れの日から６か月間継続勤務し、全所定労働日の８割以上出勤した労

働者に対して最低１０日を与え、以後継続勤務年数が１年増すごとに加算した日数（最高２０日）

の有給休暇を与えなければなりません。いわゆるパートタイマー、契約社員についても、原則と

して同様に扱うことが必要です。なお、週所定労働時間が３０時間未満のいわゆるパートタイム

労働者の場合は、その勤務日数に応じて比例付与されます。（労働基準法第３９条、第１３５条） 
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(注 22)妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント防止のために事業主が講ずべき措置 11項目 

   指針に定められている事業主が講ずべき措置のポイント 

  
 妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントを 

防止するために講ずべき事項 
セクシュアルハラスメントを防止するために講ずべき事項 

   ● 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発 

1 

 ・ 妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの内容 

・ 妊娠・出産等、育児休業等に関する否定的な言動が職

場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント

の発生の原因や背景となり得ること 

・ 妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントがあっては

ならない旨の方針 

・ 制度等の利用ができることを明確化し、管理・監督者を

含む労働者に周知・啓発すること。 

・ セクシュアルハラスメントの内容 

・ セクシュアルハラスメントがあってはならない旨の方針を

明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発する

こと。 

2 

 妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントに係る言動を

行った者については、厳正に対処する旨の方針・対処の

内容を就業規則等の文書に規定し、管理･監督者を含む

労働者に周知・啓発すること。 

セクシュアルハラスメントの行為者については、厳正に対

処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定

し、管理･監督者を含む労働者に周知・啓発すること。 

 
 ● 相談（苦情を含む）に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 

3  相談窓口をあらかじめ定めること。 相談窓口をあらかじめ定めること。 

4 

 相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できる

ようにすること。 

妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントが現実に生じ

ている場合だけでなく、その発生のおそれがある場合や、

妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントに該当するか

否か微妙な場合であっても広く相談に対応すること。 

相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できる

ようにすること。 

セクシュアルハラスメントが現実に生じている場合だけでな

く、発生のおそれがある場合や、セクシュアルハラスメント

に該当するか否か微妙な場合であっても、広く相談に対

応すること。 

 【望ましい取組】妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントやセクシュアルハラスメントはその他のハラスメント（パワー

ハラスメント等）と複合的に生じることも想定されることから、あらゆるハラスメントの相談を一元的に受け付ける体制を整備

すること。 

 
 ● 職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応 

5  事実関係を迅速かつ正確に確認すること。 事実関係を迅速かつ正確に確認すること。 

6 
 事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配

慮の措置を適正に行うこと。 

事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配

慮の措置を適正に行うこと。 

7 
 事実確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正

に行うこと。 

事実確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正

に行うこと。 

8  再発防止に向けた措置を講ずること。 再発防止に向けた措置を講ずること。 

 
 ● 職場における妊娠・出産等に関するハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための措置 

9 

 業務体制の整備など、事業主や妊娠等した労働者その他

の労働者の実情に応じ、必要な措置を講ずること。 
  

 【望ましい取組】妊娠等した労働者の側においても、制度

等の利用ができるという知識を持つことや、周囲と円滑なコ

ミュニケーションを図りながら自身の体調等に応じて適切

に業務を遂行していくという意識を持つことを周知・啓発す

ること。 

  

 
 ●併せて講ずべき措置 

10 
 相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な

措置を講じ、周知すること。 

相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要

な措置を講じ、周知すること。 

11 

 相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由とし

て不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者

に周知・啓発すること。 

相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由と

して不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者

に周知・啓発すること。 

（職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントやセクシャルハラスメントを防止するために事業主

が雇用管理上講ずべき措置についての指針より） 
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(注 23)働き方改革 

   労働人口が減少していることに加えて、慣習化している長時間労働や残業といった働き方が日本

経済の低下につながると指摘されています。そのため、生産性の向上の取り組みや長時間労働を是

正する取り組みなどを行うことによって、誰もが活躍できる社会を目指し多様な働き方の実現を目

指すものです。 

  

(注 24)次世代育成支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画」 

１０１人以上の労働者を雇用する事業主は、仕事と子育ての両立を図るために必要な雇用環境

の整備等を進めるための行動計画を策定し、届け出ることが義務化されています。 

「行動計画」とは、労働者の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをし

ていない労働者を含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当たって、計画期間、目標、そ

の達成のための対策と実施時期を定めるものです。（次世代育成支援対策推進法第１２条） 

 

(注 25)男女雇用機会均等法 

    事業主は、労働者の募集・採用について、性別にかかわりなく均等な機会を与えなければなら

ないこと、また、労働者の配置（業務配分、権限付与含む）、昇進、降格、教育訓練、貸付、福

利厚生、定年および解雇等について、労働者の性別を理由として差別的取扱いをしてはならない

こと等を定めています。 

    ただし、女性労働者に対する過去の取り扱いなどが原因で生じている、男女労働者間の事実上

の格差を解消する目的で行う「女性のみを対象にした取り組み」や「女性を有利に取り扱う取り

組み」（ポジティブ・アクション）については法に違反しない旨が明記されています。 

 

(注 26)女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画」 

女性活躍推進法に基づき、常時雇用する労働者が３０１人以上の事業主は、（１）自社の女性

の活躍に関する状況把握・課題分析、（２）その課題を解決するのにふさわしい数値目標と取組

を盛り込んだ行動計画の策定・届出・周知・公表、（３）自社の女性の活躍に関する情報の公表

を行わなければなりません（３００人以下の中小企業は努力義務）。（女性活躍推進法第８条）  

 

(注 27)産前産後休業 

事業主は、６週間（多胎妊娠の場合は１４週間）以内に出産する予定の女性労働者が休業を請

求した場合、就業させてはいけません。また事業主は、産後８週間を経過しない女性を就業させ

てはいけません。ただし、産後６週間を経過した女性労働者から請求があれば、医師が支障がな

いと認めた業務には就業させてもかまいません。（労働基準法第６５条） 

 

(注 28)育児時間 

生後１歳未満の子供を育てる女性労働者は、１日２回それぞれ少なくとも３０分の育児時間を

請求できます。（労働基準法第６７条） 

 

(注 29)妊娠中・出産後の通院休暇制度 

事業主は、女性労働者が母子保健法に定める保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間

を確保することができるようにしなければなりません。（男女雇用機会均等法第１２条、１３条） 
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(注 30)妊娠中の通勤緩和措置 

医師等から通勤緩和の指導があった場合には、女性労働者の申出に基づき、事業主は、その女

性労働者がラッシュアワーの混雑を避けて通勤することができるように通勤緩和の措置を講じ

なければなりません。（男女雇用機会均等法第１２条、１３条） 

 

(注 31)妊娠中の休憩に関する措置 

医師等から休憩に関する措置について指導があった場合、妊娠中の女性労働者の申出により、

事業主はその女性労働者が適宜の休養や補食ができるよう、休憩時間を長くする、回数を増やす

等休憩に関して必要な措置を講じなければなりません。（男女雇用機会均等法第１２条、１３条） 

 

(注 32)生理休暇 

事業主は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、就業させてはいけませ

ん。（労働基準法第６８条） 

 

(注 33)育児休業・介護休業制度 

育児・介護休業法では、労働者（一定の範囲の期間雇用者を含む）は事業主に申し出ることで、

子が１歳に達するまでの間（１歳を超えても休業が必要と認められる場合には、最長２歳に達す

るまで）育児休業をすることができます（平成２９年１０月に改正法施行）。また、対象家族１

人につき９３日まで、３回を上限として、介護休業を分割して取得できるよう定められています

（平成２９年１月に改正法施行）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  措置
①フレックスタイム 

②始業・終業時刻の繰上げ下げ 

③託児施設の設置運営 

④③に準ずる便宜の供与 

⑤育児休業に準ずる制度 

就学

育児・介護に関する両立支援制度について

介護休業（対象家族１人につき93日まで、３回を上限）

勤務時間短縮等の措置（介護休業とあわせて93日まで）

介護休暇（家族１人につき年５日まで、年10日上限）

　 ３歳

１歳（両親ともに育児休業を取得した場
合１歳２ヶ月)まで請求できる権利。保育
所に入所できない等一定の場合は最長
２歳まで延長可能

育児休業

子の看護休暇（子１人につき年５日まで、年10日上限）

法定時間外労働の制限（月24H、年150Hまで）　・深夜業の免除

勤務時間短縮等の措置

所定外労働の免除 

出生 １歳 パパ・ママ育休プラス

育 児

介 護

努
力
義
務
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(注 34)育児・介護に関する両立支援制度 

  ＜育児＞ 

事業主は、小学校就学前までの子を養育する労働者については、次のような措置を講ずるよう

努めなければなりません。（育児・介護休業法第２４条） 

①フレックスタイム制の適用  ②始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ 

③託児施設の設置運営、その他これに準ずる便宜の供与  ④育児休業に準ずる措置 

  ＜介護＞ 

事業主は、要介護状態にある対象家族の介護を行う労働者については、勤務時間の短縮のほか、

介護の期間や回数に配慮した措置を講じなければなりません。（育児・介護休業法第２４条） 

 

(注 35)時間外労働の制限に関する制度 

事業主は、育児や家族の介護を行う労働者が請求した場合には、１か月２４時間、１年間１５

０時間を越える時間外労働をさせてはいけません。（育児・介護休業法第１７条、１８条） 

 

(注 36)勤務時間の短縮に関する制度 

    事業主は、３歳未満の子を養育する労働者や、要介護状態にある対象家族の介護を行う労働者

に関して、その育児や介護を容易にするため、勤務時間の短縮等の措置を講じなければなりませ

ん。（育児・介護休業法第２３条） 

 

(注 37)子の看護休暇制度 

病気・けがをした子の世話を行う、または子に予防接種や健康診断を受けさせる労働者に対し、

年次有給休暇とは別に与えられる休暇。小学校就学前の子を養育する労働者は、申し出ることに

より、子が１人の場合は１年に５日まで、２人以上の場合は１年に１０日まで、子の看護のため

に休暇を取得することができます。（育児・介護休業法第１６条の２～４） 

 

(注 38)介護休暇制度 

    家族の介護等を行う労働者に対し、年次有給休暇とは別に与えられる休暇。要介護状態にある

対象家族の介護等を行う労働者は、申し出ることにより、対象家族が１人の場合は１年に５日ま

で、２人以上の場合は１年に１０日まで、その介護のために休暇を取得することができます。 

   （育児・介護休業法第１６条の５～７） 

 

 (注 39)技能実習生 

外国人研修生の受け入れを拡大し、開発途上国への技術移転を行うことにより、その国の経済

社会の発展に貢献することを目的として技能実習法が平成５年に創設されました。 

入国した技能実習生は、実習実施企業と雇用関係を結び、実践的な能力を高めるために最長５

年間の技能実習を行います（平成２９年１１月に改正法施行）。 


